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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２２年８月４日（水）午後１時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　午後１時３７分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 藤浦雅彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 森内一蔵  委　　員 原田　平

委　　員 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝

都市整備部長　小山和重 都市整備部次長　大田博和 都市整備部参事　吉田和生

都市計画課長　新留清志 同課参事　西川　聡 同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局主査　湯原正治

１．案件

　　・阪急京都線連続立体交差事業について
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（午後１時　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　小野副市長。

○小野副市長　８月に入りまして、また

猛暑の中を駅前等再開発特別委員会を開

催いただきましてありがとうございます。

　本日の案件は、お手元の資料のとおり、

阪急京都線の連続立体交差事業について

でございます。具体には国費調査の中間

報告につきまして、また今後の方向性に

つきまして、報告させていただけたらと

思っております。よろしくお願い申し上

げます。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。本日の委員会記録署名委員は、大

澤委員を指名します。

　それでは、阪急京都線連続立体交差事

業について説明をお願いします。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　本日はご苦労さま

でございます。

　それでは、本日の案件につきましてご

説明させていただきます。

　現在、大阪府、摂津市、阪急電鉄と３

者で進めております阪急京都線連続立体

交差事業調査につきまして、調査の中間

報告と今年度の調査予定についてご説明

をさせていただくものでございます。

　事業の準備採択へ向けての調査は平成

２０年度から３か年で実施しております

が、平成２１年度末をもちまして２年間

の調査が完了しました。今年度は３年目

ということで最終年度に当たりまして、

来月の中旬ごろから周辺住民の方々に対

しまして、まちづくりのアンケート調査

を実施し、その後、周辺自治会との意見

交換会も予定をいたしております。今後、

そのアンケートや意見を参考に調査をま

とめていきたいと考えておりますので、

アンケート実施前に本委員会に２年間の

調査の中間報告と現在の各関係者の意向

や考え方をご説明させていただくもので

あります。

　詳細については、この後、引き続き、

三輪参事のほうからご説明させていただ

きますので、よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　三輪都市計画課参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、阪急

京都線連続立体交差事業国費調査の中間

報告をご説明させていただきます。

　初めに資料ですが、お手元に国費調査

中間報告と書かれましたＡ４サイズでホッ

チキスどめをしております資料が１部、

それと参考資料と書かれましたＡ４サイ

ズ、ホッチキスどめの資料１部、それと

京阪連立（寝屋川市事例）と書かれまし

た参考住民アンケートの調査票Ａ４判１

枚ものとなっております。それと資料１、

２、３とＡ３判で３枚用意しております。

　それでは資料の説明ですが、１枚に２

ページ分の資料を印刷しております。資

料右側の中段と下段にスクリーン上での

ページを表示しております。

　それではスクリーンにて説明させてい

ただきます。

　２ページですが、事業の調査区間を示

しております。千里丘正雀一津屋線から

大正川までの区間、調査延長としまして

は、約２．１キロでございます。

　３ページ目ですが、調査検討項目とあ

ります。主に鉄道関係の設計を阪急電鉄

で担当しております。関連事業のまちづ

くり関係の設計といたしまして、摂津市

で担当しております。事業効果調査とい

たしまして、大阪府が担当しております。

　そこで平成２０年度ですけれども、鉄

道等の基本設計、それと現況調査のほう

を行っております。２１年度につきまし
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ては鉄道等の概略設計、都市計画の総合

的検討を行っております。

　以上がこれまで調査いたしました調査

内容となりまして、後ほど詳細の説明を

させていただきます。

　今年度につきましては、鉄道等の設計

の取りまとめ、環境調査、関連事業計画

等の検討、踏切等交通量調査、そして事

業効果の調査を行う予定としております。

後ほど説明させていただきますが、今回

アンケート調査と意見交換会も計画して

おります。

　４ページ目に移ります。それでは２０

年度の調査の内容の説明に入らせていた

だきます。２０年度は阪急に調査委託を

しております。

　現況調査の課題と詳細説明につきまし

ては、別紙の参考資料にまとめておりま

すので割愛させていただきますが、１の

１としまして、沿線市街地の現況という

ことで、人口密度、土地利用の状況につ

きまして、参考資料の２ページから３ペー

ジを参照願えればと思います。特徴とい

たしましては、阪急沿線の人口密度の高

さが目立ち、土地利用の状況としまして

は、住宅を中心とした一般市街地となっ

ております。

　１の２といたしまして、まちづくりに

関する諸問題となっております。

　地域分断の解消、交通ネットワーク、

交通環境、摂津市駅西側の整備、市街地

の防災性の向上となっておりまして、参

考資料の４ページから１２ページを参考

願えればと思います。特に地域分断の解

消、交通ネットワークの問題が大きく、

次ページ以降にて詳細説明をさせていた

だきます。

　１の３、鉄道等の基本設計につきまし

て、連立区間の検討、高架方式の比較を

行っております。こちらにつきましても

引き続き後ほど説明させていただきます。

　５ページにまいります。まちづくりに

関する諸問題につきまして、今回の調査

区間におきまして正音寺踏切、産業道路

踏切、千里丘踏切と交通量も多く見込ま

れる踏切が三つございます。調査の結果、

いずれの踏切も国の基準を大きく超えて

おりまして、ボトルネック踏切の位置づ

けとなります。

　詳細につきましては参照資料の７ペー

ジにございます。今回、正音寺踏切につ

きましては除外いたしましたが、連立の

採択基準を大きく上回っております２か

所の踏切がございますので、連立事業の

採択基準を満たしております。そのため、

阪急京都線によります地域分断や踏切事

故、交通渋滞、歩行者の安全対策が問題

となってまいります。ただ、ここでは連

立事業に伴いまして、坪井味舌線の延伸

が可能となることで阪急京都線西側地域

の防災性の向上に期待がかかります。

　６ページでは鉄道等の基本設計を行い

ました。ここでは、連立区間の検討を行っ

ております。調査の結果、山田川を起点

とし、大正川までを事業区間としており

ましたが、内部検討会にて正音寺踏切を

再検討の要望がございまして、２１年度

に再検討を行っております。

　結果につきまして、平成２２年２月２

２日の駅前等再開発特別委員会にて報告

させていただいたところではございます

が、起点は山田川からとなります。終点

部につきましても事業区間が茨木市域に

影響することから、詳細につきましては

茨木市との協議が整い次第、決定する予

定となっております。

　次に、高架化方式の比較を行っており

ます。Ａ３判資料、右側に資料１とござ

います資料をごらんください。高架化方

式の比較表にもございますが、案１から
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５で検討いたしましたが、表の中央太枠

の３案、仮線方式、単線順次に決定して

おります。特徴といたしましては、平面

線形も現在線のほぼ直上となり、仮線の

範囲が関連側道の範囲以内となっている

ため、必要以上の用地買収が伴わないと

いうことがメリットでございます。後ほ

ど詳細手順につきまして説明させていた

だきます。

　７ページですが、平面図と縦断図の略

図となっております。こちらの下ほど縦

断図の右手のほうなんですが、こちら終

点部のすりつけ方法に伴いまして、１０

パーミルですりつける案と２５パーミル

ですりつける案を現在茨木市と協議を行っ

ております。

　ちなみに下に表示しておりますが、１

０パーミルとは１％勾配のことでありま

して、２５パーミルとは２．５％勾配の

ことでございます。

　ここで協議を行っております茨木市の

現在の考え方をご説明させていただきま

す。

　現在、茨木市では、高架本体の事業に

は参画できないというご意向です。関連

側道に関しましては、市の事業の優先順

位は低いんですけれども、一定のメリッ

トが見込めれば協力も可能であるという

ことを言われております。

　一方、阪急の考え方でございますが、

阪急の考え方は、終点のすりつけにつき

ましては１０パーミルでの勾配ですりつ

けを考えておられます。この２５パーミ

ルのすりつけでありますと、車両のブレー

キ性能を向上させる必要が出てくるため

でございます。阪急のほうから茨木市へ

は、高架下利用等の配慮を示しておりま

す。

　８ページでは２１年度の報告をいたし

ます。

　都市計画の総合的検討、それと鉄道等

の概略設計を行っております。こちら２

の１としまして連立事業に伴うまちづく

りの素案。２の２、まちづくりの基本構

想。２の３、鉄道等の概略設計。その中

で仮線路の切換の評価、仮線路の切換の

設計、側道計画を行っております。説明

につきましては次ページ以降行ってまい

ります。

　９ページは、こちらでは連立事業に伴

い、まちづくりの基本方針の素案を上げ

させていただいております。「活気・交

流」「憩い・環境」「快適・利便」「安

全・安心」と大きく４つからなります。

　１０ページでは、まちづくり基本構想

といたしまして、市のほうで案を上げさ

せていただいております。こちらＡ３判

の資料２、これがスクリーンの拡大判と

なっております。こちらでは摂津市駅、

摂津市駅の歩行者・自転車の動線の充実、

坪井味舌線の整備、駅西側の交通施設整

備等を上げさせていただいております。

こちらにつきましては今年度アンケート

調査及びまちづくり意見交換会を行い、

基本構想のまとめをしていく予定として

おります。これによって、先ほどまちづ

くりの基本方針の素案につきましても、

素案から案へとしていきたいと考えてお

ります。

　続きまして、１１ページ、鉄道等の概

略設計を行っております。Ａ３判の資料

３をご参照ください。

　こちらにつきましては、仮線を現在線

の東側につけるか西側につけるかの評価

を行っております。表でもありますが、

買収面積、借地面積、支障となる建物の

物件数が西側に比べまして東側のほうが

少なく、事業費が安価になることから、

現在東側仮線で進めていきたいと考えて

おります。
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　１２ページでは仮線の切換設計という

ことで切換の手順のほうを説明させてい

ただきたいと思います。

　まず、現在線の東側に下りの仮線路を

設けまして、そちらへ現在線の下り線を

移します。その後、現在線の下り線の位

置に仮線の上り線のほうを施工いたしま

して、上り線を仮線のほうに移すような

予定となります。その後、現在線の上り

線に高架構造物を施工いたしまして、完

成後、仮線の上り線を戻します。その後、

仮線の上り線があったところに高架構造

の下り線を施工いたしまして、完了後に

下り線を戻し、仮線をなくすというよう

な手順となります。

　ごらんのとおり右の図でもありますが、

高架の両サイドには６メートルの関連側

道を設ける計画となっております。

　１３ページいきます。側道計画といた

しまして、関連側道といたしまして、高

架両側に６メ－トルと説明いたしました

が、歩道２メートル、車道につきまして

は路肩を含めて４メートルの構造となり

まして、側道のつく範囲ですが、山田川

から千里丘寝屋川線までの間の設置を考

えております。茨木市域に関しましては、

すりつけ勾配の関係もございまして、２

５パーミルですりつけた場合は、現道等

もありまして、費用が少なくなります。

１０パーミルですりつけた場合は、延長

も長くなることから費用の増加も考えら

れることから、現在茨木市と協議中であ

ります。

　１４ページに入ります。こちらではア

ンケート調査、まちづくり意見交換会に

ついて説明させていただきます。

　冒頭、部長より説明もありましたが、

今後、市民にアンケートを実施する前に

議員の皆さまに説明することを趣旨とい

たします。目的といたしまして、阪急沿

線において、安全で住みやすく魅力的な

まちづくりを進めていくために、平成２

１年度の成果、資料２、Ａ３判の資料２

でございますが、これをもとに構想をま

とめていくことを目的としております。

　アンケート調査につきまして、対象と

いたしまして、阪急沿線の市民を無作為

に抽出して行う予定としております。そ

れと駅利用者につきましても、アンケー

ト調査を行っていければと予定しており

ます。代表的な項目といたしましては、

地域の整備の状況について不便、問題と

感じる項目、駅周辺に求める機能、鉄道

立体化への期待と将来まちづくりへの期

待等です。こちらにつきましては、お配

りしております京阪連立の参考住民アン

ケート調査表をご参考ください。このよ

うなアンケート票を現在作成中でござい

ます。アンケート実施前には議員の皆さ

まに配付させていただく予定としており

ます。予定といたしましては年内に実施

としておりますが、９月中旬から下旬に

は実施していきたいと考えております。

　まちづくりの意見交換会についてです

が、対象といたしましては、阪急京都線

連続立体交差事業の調査検討区間沿線自

治会を対象と考えております。開催予定

といたしましては、アンケート取りまと

め後に実施していく予定と考えておりま

す。今回は中間報告ということで、国費

調査最終報告につきましては年度末の成

果がまとまった後に報告させていただき

たいと考えております。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

　この際、質問があればお受けいたしま

す。ありませんか。

　端的に、例えば茨木市との交渉の経過

とかそういうものが、もし説明できる範

囲内で説明してもらうということは可能

でしょうか。例えば勾配を１０とか２５
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パーミルとかありましたが、そういう影

響で茨木市との交渉で何が問題になって

何がネックになっているかというような

ことが、報告できる範囲内で説明できた

ら、問題点が少し浮き彫りになると思う

んですけど、ちょっと今の説明だけでは

質問もしにくと思いますし。

　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　現在、千里丘寝

屋川線を高架で越えるところから、高架

から地上へおろすという計画となってお

りまして、このすりつけの勾配につきま

して、当初、阪急電鉄は最急勾配の２５

パーミルでのすりつけを可能とされてお

りました。そのことで平成２０年度の時

点では、茨木市に対しましてほぼ２５パー

ミルですりつけますと、茨木市域の影響

が少ないということで、側道もこちら現

道もございます関係上、ほとんど側道も

影響はございませんという回答で進めっ

ておったのですが、阪急電鉄が摂津市駅

開業後にＡＴＳ、車両の改良を行いまし

て、速度アップ化を図りました。その関

係もございまして、２５パーミルでは、

下っていくときにブレーキの性能を上げ

る必要が今回出てまいりました関係上、

２１年度から、こちらの１０パーミルで

のすりつけを行いたいというような意見

を今回阪急のほうから提示されまして、

茨木市といたしましては、一度、平成２

０年度に２５パーミルでおろして影響が

少ないというような形で思っておったの

が、現在、１０パーミルでおろすことに

よって影響範囲がふえるということに対

しまして、市の内部では、この連立の事

業に参画すれば当然費用負担も出てまい

りますし、側道も長くなれば費用のほう

はかかるということで、ある一定のメリッ

トがないと茨木市としてはなかなか協力

はできないということを、今現在こちら

に言われておりまして、阪急、大阪府と

ともに、こちらの高架下利用でありまし

たり、その側道の利便性等を今茨木市に

お伝えして、何とか側道部の設置だけで

も協力していただけないかということで、

今現在協議のほう進めておる次第でござ

います。

○木村勝彦委員長　茨木との協議は短兵

急に解決をするということはないと思う

し、それで今後の協議にゆだねていきた

いと思いますが、何か補足的に小山部長

のほうから。

○小山都市整備部長　この連続立体交差

事業の調査を進めるに当たりましては、

検討部会、検討会を設置しながら進めて

おります。大阪府、摂津市、阪急電鉄の

３者で行っておりますが、茨木市にも６

月１１日には参加していただきまして、

茨木市の意向を聞いてまいったところで

ございます。茨木市につきましては、高

架の本体、要するに高架、鉄道を上げる

費用についてはやはり協力できないとい

うのをはっきりと明言されております。

ただ、側道については茨木市に何かメリッ

トがあるんであればその協力は検討して

まいりますという回答もいただいており

ます。

　それで２５パーミル、１０パーミルの

ことなんですけども、阪急につきまして

は当初に２５パーミルというのは、特例

を使えば２５パーミルでも検討可能です

という回答をいただいておりました。そ

ういうことがあって、ずっと２５パーミ

ルで検討し、茨木市とも調整してきた中

で、その途中で摂津市駅が開業しました。

それと同時に阪急がスピードアップを考

えて１１０キロから１１５キロの、５キ

ロのスピードアップですけども、時間短

縮ということで営業されております。

　そういった中で、急勾配を上る、ある
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いは下るためには、ブレーキ性能あるい

は電車の性能を上げなければならない、

そのことによってかなりの費用がかかる

ということで、阪急電鉄のほうでは１０

パーミルで施工したいという申し入れが

ありました。

　それをもって茨木市は今までの協議と

違うではないか、何か茨木市に特段のメ

リットがあればその辺は了解するけれど

もということになりました。実際、そう

いう平行線であればお互いに協議しても

なかなかまとまらないので、摂津市とし

ても何とかこの事業を成立させたいとい

うことでお互いの妥協点は何かないのか、

歩み寄りがないのかということで検討会

の中でも私のほうからも言わせてもらい

まして、今現在、大阪府、阪急電鉄、摂

津市と共同で茨木市のほうへメリット、

デメリットあるいは協力について協議し

ているところでございます。

　以上、補足とさせていただきます。

○木村勝彦委員長　そういう交渉につい

ても短兵急には前進しないと思いますし、

今後の協議にゆだねていかざるを得ない

と思いますが、きょうは中間報告という

形で委員会としてお受けをして、なおか

つその上で、委員の皆さんでこの辺は聞

いておきたいということがあれば聞いて

いただいて結構なんで、意見を出してい

ただけたらと思います。相当先の話です

が、きょうはとりあえず中間報告という

ことで。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　基本的なことで申しわ

けない。１０パーミルというのは結構き

つい勾配と書いてありますけど、実際に

は何ぼ行って何ぼでした。１００メート

ル行って１メートルですね。それで２５

パーミルというのは１００メートル行っ

て２．５メートルですね。はい、結構で

す。

○木村勝彦委員長　野口委員。

○野口博委員　大分先の話でありますけ

れども、幾つかの案の中で出されたこの

３案の仮線方式、単線順次施工でいった

場合、順調にいったとした場合の推定年

月日、概算で見ていただいて、そこの前

提として進むとした場合、かかる事業費

などについては答えにくい面もあるかも

わかりませんけど、大体概算でどのくら

い見ているのか。現状で旧の連続立体交

差では、ああいう数字が出ますけども、

実際そういう予想される年月で工事が始

まった場合に全体の工事費だとか摂津市

の負担だとか、それはどう見ているのか、

わかればお答えいただきたいと思います。

　もう１点、茨木の話も出ていますけど

も、吹田市の関係であります。正雀駅前

がそういうことになりますので、余り、

摂津市との連結の意味でのこの連続立体

交差化をどうするかということでのかか

わりはないわけでありますけれども、逆

に隣の吹田市の関係は、どういうふうな

情報交換をされてるのか、あればそれも

含めてお答えいただきたいと思います。

　以上２つです。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　野口委員の１点目

の高架方式が、５案検討して、今回３案

でいこうというような形になってるとい

うことで、今後その事業費につきまして

もどのような形になってくるのかという

ことですけども、今のところ事業費につ

きましても、この３年間の調査を行いま

して、最終的に上がってくるということ

になっておりますので、現段階で、事業

費につきましては、具体にこれだけかか

るというのは申しわけないんですけども、

まだ出ておりません。

　それと吹田市との協議についてはどう
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なっているかということであったと思い

ますが、吹田市につきましては、以前、

平成３年、４年に吹田市側と一緒に連続

立体交差の国費調査を一度行っておりま

す。その後１回、頓挫しまして、また、

摂津市が連立をやろうということで今調

査をしているわけですけども、我々も吹

田市と一度そういう経過があり、連立を

やろうということで行っておりましたの

で、この調査を行う前に、摂津市で正音

寺踏切から大正川までの検討をやります

ということで吹田市に伺いました。摂津

市単独でいきますのでということを報告

しております。それにつきましては吹田

市も、そうですか、わかりました、やっ

てくださいということで、そういう協議

をちゃんと行ってきております。

○木村勝彦委員長　野口委員。

○野口博委員　わかりました。そしたら

もう１点、３年目の調査をことしやって

いくということでありますけれども、現

段階で考えている取り組みの今後の計画

といいますか、いわゆる事業計画だとか

行政手続の関係でいろんな手続きがあろ

うかと思いますけれども、それをどのく

らいの年でやっていって、何年度くらい

からその次の段階に行くという、そうい

う点で見た場合に、１０年、１５年、２

０年と見た場合に、大体どういう感じで

受けとめたらいいのか、わかりましたら

教えてほしいと思います。

　もう１点、これはいろいろ論議してき

てますけども、１０年、２０年先見た場

合、いわゆる人口密度も現況調査で出さ

れておりますけれども、人口がどうなる

のかということもあろうかと思います。

人口が減れば当然、交通量の問題だとか

全体の経済活動面も当然減ってくるわけ

で、いろいろ変化も当然出てきますけれ

ども、そういうまちづくりを進めていく

基本的なファクターの変化に対して、こ

の連続立体がどうこたえていくのかとい

う問題もあろうかと思いますけれども、

最終的には当然市民のご意見を聞きなが

ら決定をくだしていくということになろ

うかと思いますけども、この推進してい

く意味でのそういう問題からしての多様

な論議は基本的にやっぱり必要だと思っ

ておりますけれども、そういう点で、そ

ういう人口減少社会とこの連続立体交差

化の関係について、一定まとめていくこ

とが大事だと思っていますけども、そう

いう問題についてもしご意見あれば聞か

せていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　これはまだこれから

区間の検討とかいろんな問題が、まだク

リアせないかん問題がたくさんあります

わね。そういうことを踏まえたら、野口

委員の質問に対して具体的に担当として

答えるということは大変難しいと思うん

ですけれども、もし答えられる部分があ

るとすればお答えいただきたいと思うん

です。その辺どうでしょうか。

　吉田参事。

○吉田都市整備部参事　今、野口委員の

ほうからご質問いただきました点なんで

すが、特にこれは時間が長いというか、

もう息の非常に長い事業でございまして、

それともう１点は根本的に違いますのは、

例えば、南千里丘につきましては市が主

体になっておりました。今回のこれにつ

きましては、連立の場合は府施行という

ことで事業主体が大阪府に移ります。そ

のときにどういう形で市が連立に対して

取り組むのかというのは、連立事業その

ものよりやはり周辺のまちづくりかなと、

そこで先ほど、ご質問いただきました１

０年、２０年先の人口の動態ということ

があろうと思います。ただ、減少するか

しないか、これは非常に難しゅうござい
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ます。ただ、確かなのは高齢化社会を迎

えるであろうということもございます。

そういうことも踏まえて、我々のほうが

資料の９ページに連立事業に伴うまちづ

くりの素案ということでご提案させてい

ただいているのが、特にまちの活気、そ

して特に高齢化社会に対する安心・安全

というような観点も持った意識での沿線

のまちづくりが必要であろうという観点

から考えております。

　ただ、まちづくりの変化というのは日々

変わってまいります。これは当然のこと

でございますし、ただ、幅広く意識を持っ

た形でのまちづくり、連立にかかわる沿

線のまちづくりを市民の方々のご意見を

いただきながら、ある程度方向性を持っ

た案として考えていきたいと。ただし、

この１０年、２０年の間ですべてができ

るというものでございませんけれども、

やはりまちとしての課題として将来、常

に意識を持っておくということも大事か

なというように思っております。ただ、

人口が減少するというのは読み切れない

という部分はございますけれども、当然

見込みの中でのお話かなと思いますけれ

ども、やはり減らないような仕掛けも今

後考える必要があると考えております。

○木村勝彦委員長　ほかにないようでし

たら、この辺で委員会を閉会します。

（午後１時３７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

　委員長　　　木 村 勝 彦

駅前等再開発特別委員会

　委　員　　　　大 澤 千 恵 子
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